
　
平
成
12
年
４
月
に
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行

さ
れ
、
国
の
指
示
や
命
令
に
よ
り
動
い
て
き
た

時
代
か
ら
、
市
町
村
が
自
ら
の
判
断
と
責
任
で

行
政
施
策
や
サ
ー
ビ
ス
を
決
定
・
実
施
し
て
い

く
、『
地
方
の
時
代
』『
市
町
村
の
時
代
』
へ
と
移

行
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。国
か
ら
県
へ
、県
か
ら
市

へ
と
地
方
分
権
が
進
め
ら
れ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
責
務
を
担
う
市
の
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
は
大

き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。少
子
高
齢
化
が
進
み
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
２
０
３
０
年
に

は
30
％
に
達
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
交
通
網
の
発
達
や
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
人
び
と
の
生
活
圏
が
拡

大
。
住
民
の
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
・
高
度
化
し
、
市

町
村
の
区
域
を
超
え
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
需
要

が
増
大
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、長
引
く
景
気
の

低
迷
な
ど
に
よ
っ
て
、国
・
地
方
の
財
政
は
極
め

て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
よ
り
効
率
的
で
合
理

的
な
行
財
政
運
営
が
不
可
欠
に
な
っ
て
き
て
い

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応
し
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
・
向
上
し
て
い
く
た
め
に
は
、

基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
行
財
政
基
盤

を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
有
効
な

手
段
の
一
つ
と
し
て
、
市
町
村
合
併
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

　
合
併
に
よ
り
、行
財
政
の
効
率
化
・
合
理
化
を

図
る
こ
と
が
で
き
、ま
た
、住
民
の
生
活
圏
に
合

　下館市・関城町・明野町・協和町の合併により、３月28日、県西地域の中心都市と
なる筑西市が誕生しました。県内では、現在、13地域32市町村が法定協議会を設置。
平成18年３月末までに、新たに12の市が誕生する予定です。
　全国的に広まる市町村合併の背景と、県内の合併状況を紹介します。

人口…… 113,819人（県内６位）

世帯……  35,216世帯（県内７位）

面積……  205.35�（県内７位）

小学校数……20校　　中学校数……７校

市
が
主
体
と
な
る
『
地
方
の
時
代
』
へ

近年の県内市町村数の動きわ
せ
た
広
域
的
視
点
か
ら
、
地
域
の
特
性
を
活

か
し
た
個
性
的
で
主
体
的
な
地
域
づ
く
り
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。国
は
、時
限
立
法
で
あ

る
合
併
特
例
法
を
制
定
し
、
地
方
交
付
税
の
激

変
緩
和
措
置
や
優
遇
措
置
、
合
併
特
例
債
な
ど

の
財
政
支
援
を
用
意
し
て
、
自
主
的
な
市
町
村

合
併
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、現
在
、全

国
的
に
市
町
村
合
併
の
動
き
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。全
国
の
市
町
村
数
は
、平
成
の
大
合
併
が
始

ま
る
前
の
平
成
11
年
３
月
に
は
３，
２
３
２
で

し
た
が
、
平
成
17
年
４
月
１
日
に
は
大
幅
に

減
っ
て
２，
３
９
５
に
な
り
ま
し
た
。
合
併
特

例
法
の
経
過
措
置
が
あ
る
平
成
18
年
３
月
末
ま

で
に
は
さ
ら
に
合
併
が
進
み
、
全
国
の
市
町
村

数
は
１，
８
２
２
と
な
る
見
込
み
で
す
。

全
国
的
に
広
ま
る
市
町
村
合
併

2

＊平成17年３月１日の常住人口をもとに算出



　
私
た
ち
の
ま
ち
、
筑
西
市
は
、
下
館
市
・
関
城

町
・
明
野
町
・
協
和
町
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
ま

し
た
。
平
成
15
年
６
月
24
日
の
合
併
協
議
会
設

置
か
ら
約
１
年
９
か
月
。そ
の
間
、16
回
の
協
議

会
を
開
催
し
、
49
項
目
（
１
２
７
３
事
業
）
を
協

議
。平
成
16
年
７
月
８
日
、県
知
事
に
合
併
申
請

書
を
提
出
。
11
月
12
日
に
は
総
務
大
臣
の
告
示

に
よ
り
４
市
町
の
合
併
が
法
的
に
決
定
。
そ
し

て
３
月
28
日
、『
人
と
自
然
、
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
共
生
文
化
都
市
』を
将
来
像
に
掲
げ
て
、筑
西

市
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
筑
西
市
だ
け
で
な
く
、
県
内
で
も
多
く
の
市

町
村
で
合
併
に
向
け
て
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。

筑
西
市
が
誕
生
し
た
日
と
同
じ
３
月
28
日
に
は
、

か
す
み
が
う
ら
市
、取
手
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。

ま
た
、
３
月
22
日
に
は
、
坂
東
市
、
稲
敷
市
が
誕

生
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
法
定
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
地
域

は
、県
内
で
13
地
域
32
市
町
村
に
の
ぼ
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、筑
西
市
に
隣
接
す
る
桜
川
市
は
、今

年
10
月
１
日
に
、
下
妻
市
は
来
年
１
月
１
日
に

誕
生
し
ま
す
。
他
の
10
の
地
域
も
、
平
成
18
年

３
月
末
ま
で
に
順
次
、
新
市
と
し
て
ス
タ
ー
ト

す
る
予
定
で
す
。平
成
17
年
４
月
１
日
現
在
、県

内
の
市
町
村
数
は
62
（
市
26
・
町
27
・
村
９
）。
合

併
を
予
定
し
て
い
る
地
域
す
べ
て
で
合
併
が
実

現
す
れ
ば
、
平
成
18
年
３
月
末
に
は
市
町
村
数

は
44
（
市
32
・
町
10
・
村
２
）
に
な
り
ま
す
。

　
今
回
の
合
併
で
、
県
内
の
市
町
村
の
枠
組
み

は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
市
町
村

が
果
た
す
役
割
は
、
今
後
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
い
く
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

県
内
32
市
町
村
が
合
併
を
協
議
中

 常陸太田市 H16.12.1（合併済）
（常陸太田市・金砂郷町・水府村・里美村）

 日立市  H16.11.1（合併済）
（日立市・十王町）

 那珂市  H17.1.21（合併済）
（那珂町・瓜連町）

 水戸市  H17.2.1（合併済）
（水戸市・内原町）

 小美玉市  H18.3.27
（小川町・美野里町・玉里村）

 鉾田市  H17.10.11
（旭村・鉾田町・大洋村）

 石岡市  H17.10.1
（石岡市・八郷町）

 行方市  H17.9.2
（麻生町・北浦町・玉造町）

 かすみがうら市 H17.3.28（合併済）
（霞ヶ浦町・千代田町）

 稲敷市  H17.3.22（合併済）
（江戸崎町・新利根町・桜川村・東町）

 常陸大宮市 H16.10.16（合併済）
（大宮町・山方町・美和村・緒川村・御前山村）

 城里町  H17.2.1（合併済）
（常北町・桂村・七会村）

 笠間市  H18.3.19
（笠間市・友部町・岩間町）

 桜川市  H17.10.1
（岩瀬町・真壁町・大和村）

 筑西市  H17.3.28（合併済）
（下館市・関城町・明野町・協和町）

 下妻市  H18.1.1
（下妻市・千代川村）

 坂東市  H17.3.22（合併済）
（岩井市・猿島町）

 常総市  H18.1.1
（水海道市・石下町）

 古河市  H17.9.12
（古河市・総和町・三和町）

  つくばみらい市  H18.3.27
（伊奈町・谷和原村）

 取手市  H17.3.28（合併済）
（取手市・藤代町）

 土浦市  H18.2.20
（土浦市・新治村）

 龍ヶ崎市  （休止中）
（龍ヶ崎市・利根町）

 神栖市  H17.8.1
（神栖町・波崎町）

３ 茨城県内の合併状況


